
   流 動 資 産    流 動 負 債

 固 定 資 産
   固 定 負 債
  

 

62,601未 払 法 人 税 等

有 形 固 定 資 産
3,901,520

9,066,251

ﾘ ｰ ｽ 債 務 544

未 払 金

1,329,749

仮 払 金

98,609

未 収 消 費 税 等 56,205
388

建 物 6,676,582

（単位：千円）

科    目 金   額 科    目 金   額

未 収 金 21,341 一 年 内 返 済 長 期 保 証 金 35,314

【資 産 の 部】 【負 債 の 部】
1,359,115 1,358,222

現 金 及 び 預 金 32,033 一 年 内 返 済 長 期 借 入 金 559,128

短 期 貸 付 金 1,150,516

預 り 金 4,534

352,055
未 払 費 用 4,160

構 築 物 366,494 長 期 預 り 保 証 金 369,819

立 替 金 19

前 受 金 312,206

9,242,703

建 物 付 属 設 備

前 払 費 用
一 年 内 返 済 ﾘ ｰ ｽ 債 務 726

車 両 運 搬 具 31,899

【純 資 産 の 部】
株 主 資 本 2,623,239

工 具 器 具 備 品 28,951
土 地 280,792

17,090
電 話 加 入 権 948
水 道 施 設 利 用 権 2,516

無 形 固 定 資 産

退 職 給 付 引 当 金 90,636
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 9,621

リ ー ス 資 産 1,155

長 期 預 り 敷 金 2,248,214

関 係 会 社 出 資 金 32,460

2,222,739利 益 剰 余 金
利 益 準 備 金
そ の 他 利 益 剰 余 金

159,360

貸  借  対  照  表

（令和７年３月３１日現在）

49,500
2,173,239

出 資 金 41

負  債  合  計

27,495

350,627建 設 仮 勘 定

賞 与 引 当 金

6,620,355
長 期 借 入 金

商 標 権

資  産  合  計 10,601,818 負 債 ・ 純 資 産 合 計 10,601,818

任 意 積 立 金 37,000
繰 越 利 益 剰 余 金 2,136,239

純 資 産 合 計 2,623,239

差 入 保 証 金 37,277
長 期 前 払 費 用 16,280
繰 延 税 金 資 産 68,302

7,978,578

40,500

投 資 有 価 証 券 5,000

40,500

資 本 金 360,000

投 資 そ の 他 の 資 産

資 本 剰 余 金
資 本 準 備 金

891
ソ フ ト ウ ェ ア 12,734
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個 別 注 記 表 
 

自 令和 ６年 ４ 月 １ 日 
至 令和 ７年 ３ 月３１日 

 
Ⅰ．重要な会計方針に係る事項に関する注記 
 １．この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。 

 
２．会計方針の変更に関する注記 
 (法人税、住民税、及び事業税等に関する会計基準の適用) 
  「法人税、住民税、及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準 27 号 2022 年 10 月 

28 日。以下「2022 年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しておりま 
す。 
 法人税等の計上区分に関する改正については、2022 年改正会計基準第 20-3 項ただし書 
きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適 
用指針第 28 号 2022 年 10 月 28 日。以下「2022 年改正適用指針」という。)第 65-2 項(2) 
ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による 
財務諸表への影響はありません。 

 
３．資産の評価基準及び評価方法 

 （１）有 価 証 券・・・取得原価 
 （２）販売用未成不動産・・・個別法による原価法 

(収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定) 
 （３）商 品 ・ 貯 蔵 品・・・その他商品・貯蔵品は最終仕入原価法に基づく低価法 
 
 ４．固定資産の減価償却の方法 
 （１）有形固定資産 
   ・平成１９年４月１日以降取得資産（リース資産を除く） 
     法人税法に定める定額法を採用しております。 
   ・平成１９年３月３１日以前取得資産（リース資産を除く） 
     法人税法に定める旧定額法を採用しております。 
   ・取得価格が１０万円以上２０万円未満の資産については、事業の用に供した事業年度 
    に一括償却する方法を採用しております。 
 （２）無形固定資産（リース資産を除く） 
    法人税法に定める年数（５年）に基づく定額法を採用しています。 
  （３）リース資産 
      ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産                      
        自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。 
   ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 
     リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 
 
 ５．引当金の計上基準 
 （１）貸倒引当金 
     売上債権、貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実 
    績率により計上しております。 
 （２）賞与引当金 
     従業員賞与の支給に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額に基づき計上 
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    しております。 
 （３）退職給付引当金 
     従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基 
    づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。 
 （４）役員退職慰労引当金 
     役員の退職慰労金の支給に備えるため、当事業年度末における役員退職慰労債務の 

見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しており 
ます。 

 
６．収益及び費用の計上基準 

    賃貸借契約が成立することが確実となり、約束した財又はサービスの支配が顧客に移
転した時点で収益を認識しております。 

 
７．その他計算書類作成のための基本となる重要な事項 

 （１）リース取引の処理方法 
     リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リー 
    ス取引のうち、リース取引開始日が企業会計基準第１３号「リース取引に関する会計 
    基準」の適用初年度開始前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に 
    準じた会計処理によっております。 

（２）消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。 
 

Ⅱ．貸借対照表に関する注記 
 １．担保に供されている資産及び担保に係る債務 

（１）担保に供されている資産 
  建 物     2,046,291 千円 
  土 地       130,302 千円 

       合 計     2,176,594 千円 
（２）担保に係る債務 
   長期借入金   2,194,660 千円 

 
Ⅲ．その他の注記 

貸借対照表、個別注記表に記載されている金額は、千円未満を切捨て表示しております。 


